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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングの内部に、前記ハウジングの先端に装着したビットを回転させる回転機構と
、前記ビットを打撃する打撃機構と、前記回転機構及び打撃機構から前記ビットへの作動
伝達を切替可能な切替機構とを設け、前記ハウジングの側面に、前記切替機構を前記ハウ
ジング外部から動作させる操作部材を設けたハンマードリルであって、
　前記ハウジングの側面で前記操作部材の移動範囲の前端若しくは前方位置に、前記操作
部材の前記ハウジング側面からの突出高さよりも高くなる突出部を設けると共に、前記ハ
ウジングの側面で前記操作部材よりも後方位置に、上下方向の突条を突設して、前記突出
部と前記突条とにより前記ハウジングの側面に、前記突出部側を下にして平坦面に置いた
際には前記操作部材を前記平坦面よりも内側に収める退避スペースを形成したことを特徴
とするハンマードリル。
【請求項２】
　突出部の少なくとも先端部分を弾性材料で形成した請求項１に記載のハンマードリル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジングの先端に装着したビットに回転作動や打撃作動を単独或いは同時
に伝達することができるハンマードリルに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ハンマードリルは、ハウジングの先端に、チャック等を介してドリルビットやタガネ等
のビットが装着可能で、ハウジングの内部には、モータの回転を伝達してビットを回転さ
せる回転機構と、モータの回転をピストンの往復動作に変換してビットを直接又は間接的
に打撃する打撃機構とが設けられると共に、その回転機構及び打撃機構からビットへの作
動伝達を切り替えて、ビットへ回転のみ伝えるドリルモード、打撃のみ伝えるハンマーモ
ード、回転と打撃とを同時に伝えるハンマードリルモードといった複数の動作モードを選
択可能な切替機構が設けられている。この切替機構の動作は、ハウジングの外部に設けら
れたチェンジレバー等の操作部材によって行われるようになっているが、一方の手でハン
マードリルのハンドルを把持したまま他方の手で操作部材の操作がしやすいように、特許
文献１～３に開示の如く、操作部材をハウジングの側面に設けたものが知られている。
【０００３】
【特許文献１】意匠登録第１２８０９３１号公報
【特許文献２】意匠登録第１０９２２２７号公報
【特許文献３】意匠登録第１２８２５８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記ハンマードリルにおいては、操作部材がハウジングの側面から突出する格好となる
ため、例えば壁等のチッピングを行っている際に、勢い余ってハンマードリルが前に飛び
出し、操作部材が壁に衝突して破損したり、ハンマードリルを床に置いた際に下になった
操作部材が床に当接して傷付いたり等、作業中や保管中等に損傷させるおそれがあった。
【０００５】
　そこで、本発明は、作業中等での操作部材の損傷を効果的に防止でき、耐久性に優れた
ハンマードリルを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、ハウジングの側面で操作部材の
移動範囲の前端若しくは前方位置に、操作部材のハウジング側面からの突出高さよりも高
くなる突出部を設けると共に、ハウジングの側面で操作部材よりも後方位置に、上下方向
の突条を突設して、突出部と突条とによりハウジングの側面に、突出部側を下にして平坦
面に置いた際には操作部材を平坦面よりも内側に収める退避スペースを形成したことを特
徴とするものである。
　請求項２に記載の発明は、請求項１の目的に加えて、突出部での緩衝効果を得るために
、突出部の少なくとも先端部分を弾性材料で形成したものである。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、突出部及び突条を用いた退避スペースの形成により、
作業中や保管中等での操作部材の損傷を効果的に防止でき、耐久性の向上が期待できる。
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１の効果に加えて、突出部が他の物にぶつかっ
た際の緩衝効果が得られ、作業者側への衝撃の緩和に加えて突出部自体の保護も図られる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、ハンマードリルの一例を示す一部縦断面図、図２はＡ－Ａ線断面図で、ハンマ
ードリル１は、モータ２を内蔵したモータハウジング４の前方（図の左側）に、回転機構
６と打撃機構７とを収容したギヤハウジング５を連結し、ギヤハウジング５の前方に、チ
ャック９を備えてビット１０を着脱可能なツールホルダ８を軸支してなる。
　回転機構６は、モータ２の出力軸３と平行に軸支された中間軸１１に、ツールホルダ８
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に設けられたギヤ１２と噛み合う第２ギヤ１３を、その後方で中間軸１１にスプライン結
合されたクラッチカム１４との噛み合い側へ付勢して設けてなる。よって、出力軸３の回
転で中間軸１１が回転すると、クラッチカム１４及び第２ギヤ１３の回転がギヤ１２を介
してツールホルダ８に伝わり、ビット１０が回転する。
【０００９】
　打撃機構７は、クラッチカム１４の後方で中間軸１１に外装されたスワッシュベアリン
グ１５のロッド１６を、ストライカ１８を内設してツールホルダ８に遊挿されるピストン
シリンダ１７の後端に連結し、ストライカ１８の前方でツールホルダ８内にインパクトボ
ルト１９を設けてなる。よって、出力軸３の回転で中間軸１１が回転すると、クラッチカ
ム１４を介してスワッシュベアリング１５が回転し、その回転をピストンシリンダ１７の
往復動に変換する。このピストンシリンダ１７の往復動により、ストライカ１８が空気バ
ネの作用で往復動してインパクトボルト１９を打撃して、ツールホルダ８に装着された状
態でインパクトボルト１９に当接するビット１０が間接的に打撃される。
【００１０】
　２０は切替機構で、図２にも示すように、中間軸１１に沿ってスライド可能且つ後方へ
付勢され、第２ギヤ１３及びクラッチカム１４に係合するチェンジプレート２１と、その
チェンジプレート２１のスライド位置を変更する操作部材としてのチェンジレバー２２と
を有する。このチェンジプレート２１のスライド位置により、クラッチカム１４が前進し
てスワッシュベアリング１５から離れ、第２ギヤ１３のみと噛み合う位置（ドリルモード
）、第２ギヤ１３が前進し、クラッチカム１４から離れてチェンジプレート２１と係合し
、クラッチカム１４にスワッシュベアリング１５のみが噛み合う位置（ハンマーモード）
、第２ギヤ１３が前進し、クラッチカム１４にスワッシュベアリング１５のみが噛み合う
が、チェンジプレート２１が第２ギヤ１３と離れてツールホルダ８の回転をフリーとする
位置（ニュートラルモード）、第２ギヤ１３とスワッシュベアリング１５とが共にクラッ
チカム１４に噛み合う位置（ハンマードリルモード）とが選択可能となっている。
【００１１】
　チェンジレバー２２は、図３，４にも示すように、ギヤハウジング５の外部に、下方部
位を中心としてギヤハウジング５の側面に沿って略１８０°の範囲で回転操作可能な操作
部２３を露出している。ここでは操作部２３が前方を向く図５（Ａ）の回転位置がドリル
モード、上方を向く図３，４の回転位置がハンマードリルモード、後方を向く図５（Ｂ）
の回転位置がハンマーモードで、ハンマードリルモードとハンマーモードとの間がニュー
トラルモードとなっている。また、操作部２３の内部には、各モード位置で上端側へ突出
してギヤハウジング５に設けた係止部２５に係止し、当該回転位置を保持させるロックボ
タン２４が設けられている。よって、ロックボタン２４を押し込んで係止部２５との係止
を解除させると、操作部２３の回転操作が可能となる。
【００１２】
　そして、ギヤハウジング５におけるチェンジレバー２２側の側面には、突出部２６が設
けられている。この突出部２６は、操作部２３の移動範囲の前端且つ上方位置で、操作部
２３のギヤハウジング５の側面からの突出高さよりも高く形成されている。この突出部２
６と、ギヤハウジング５の側面後方に突設された上下方向の突条２７とにより、ギヤハウ
ジング５の側面に、図６に示すように、突出部２６側を下にして平坦面Ｓに置いた際には
操作部２３を平坦面Ｓよりも内側（ギヤハウジング５の側面側）に収める退避スペース２
８が形成されるようになっている。
【００１３】
　以上の如く構成されたハンマードリル１においては、チェンジレバー２２の操作部２３
よりも前方に突出部２６が設けられているため、壁のチッピング作業等を行っている際に
勢い余ってハンマードリル１が壁等に当接することがあっても、突出部２６によって操作
部２３が保護され、操作部２３が直接衝突して破損するようなことがなくなる。
　一方、突出部２６及び突条２７とによってギヤハウジング５の側面側に形成される退避
スペース２８内に操作部２３が収まるため、ハンマードリル１を操作部２３側を下にして
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【００１４】
　このように、上記形態のハンマードリル１によれば、ギヤハウジング５の側面で操作部
２３の移動範囲の前端に、操作部２３のギヤハウジング５側面からの突出高さよりも高く
なる突出部２６を設け、その突出部２６によりギヤハウジング５の側面に、突出部２６側
を下にして平坦面Ｓに置いた際には操作部２３を平坦面Ｓよりも内側に収める退避スペー
ス２８を形成したことで、作業中や保管中等での操作部２３の損傷を効果的に防止でき、
耐久性の向上が期待できる。
【００１５】
　なお、突出部は、上記形態のような部分的なものに限らず、突条や壁状のものに代えて
も差し支えないし、単一のものに限らず、複数を並べて形成することもできる。また、操
作部材の移動範囲の前端でなく、前方位置にあってもよい。
　さらに、退避スペースは、突出部以外に操作部材の上方や後方に複数の突起や突条等を
設けて形成してもよい。
【００１６】
　一方、突出部は、操作部材の移動範囲を囲むように前方から上方、さらには後方へも連
続状に繋げて形成することもできる。この場合、操作部材の移動範囲がハウジングの側面
に凹設されることで相対的に移動範囲の周囲で突出部が形成されるようにすることも考え
られる。
　また、これらの突出部は、少なくとも先端部分をゴム等の弾性材料で形成するのが望ま
しい。このようにすれば、突出部が他の物にぶつかった際の緩衝効果が得られ、作業者側
への衝撃の緩和に加えて突出部自体の保護も図られる。
【００１７】
　その他、本発明は、ハウジングの側面に操作部材を備えたものであれば、動作モードが
少ないもの、例えばニュートラルモードがないものや、図７に示すハンマードリル１ａの
ように、ハンマードリルモード（操作部２３ａが上方を向く位置）とドリルモード（操作
部２３ａが後方を向く位置）のみ切替可能なものでも当然に突出部２６ａや退避スペース
２８ａの採用は可能である。
　また、ハンマードリルの内部構造も、打撃機構にスワッシュベアリングに代えてクラン
ク機構を採用したもの、インパクトボルトがなくストライカで直接ビットを打撃するもの
等、回転機構や打撃機構、切替機構の具体的な構造は上記形態に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ハンマードリルの一部縦断面図である。
【図２】Ａ－Ａ線断面図である。
【図３】ハンマードリルの側面図である。
【図４】ハンマードリルの正面図である。
【図５】ハンマードリルの一部側面図で、（Ａ）がドリルモード、（Ｂ）がハンマーモー
ドの状態を夫々示す。
【図６】ハンマードリルの平面図である。
【図７】ハンマードリルの変更例を示す側面図である。
【符号の説明】
【００１９】
　１・・ハンマードリル、２・・モータ、４・・モータハウジング、５・・ギヤハウジン
グ、６・・回転機構、７・・打撃機構、８・・ツールホルダ、１０・・ビット、１１・・
中間軸、１３・・第２ギヤ、１４・・クラッチカム、１５・・スワッシュベアリング、１
７・・ピストンシリンダ、１８・・ストライカ、１９・・インパクトボルト、２０・・切
替機構、２２・・チェンジレバー、２３・・操作部、２６・・突出部、２７・・突条、２
８・・退避スペース。
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【図７】



(7) JP 4917423 B2 2012.4.18

10

フロントページの続き

(72)発明者  奥田　紳介
            愛知県安城市住吉町３丁目１１番８号　株式会社マキタ内

    審査官  金本　誠夫

(56)参考文献  特開２００６－１７５５８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２３６７７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１４４５６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１３８２６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２６２８７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２５４３４０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２５Ｆ　　　３／００－　５／０２　　　　
              Ｂ２５Ｄ　　１７／００，１７／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

